
令和２年分所得税及び復興特別所得税の

令和

令和２

令和２

（㊴の金額）

（㊵の金額）

（㊶の金額）

15

令
和
２

災害減免額、所得税に係る分配時調整
外国税相当額控除及び外国税額控除額



年分

年分

令和２

令和２

「　の金額　課税分離短期譲渡の金額　課税分離長期

『令和

『令和２年分 』

『令和２年分

令和２年分

』

⑪

２

年分予定納税について』の「給与所得の速算表」により求めた金額（所

得金額調整控除の適用がある場合には、適用後の金額）を書きます。

　⑪欄については、合計所得金額を書きます。合計所得金額とは、⑧

欄の金額と、上記イからトまでの所得がある場合のその所得金額（上

記イ及びロの分離課税の土地建物等の短（長）期譲渡所得については

特別控除前の金額）及び退職所得金額を合計した金額です。

〜⑪ ⑨欄及び⑩欄については、次の所得がある場

合にその所得の種類とその所得金額を書きます。

⑫

令和２年分

令和２年分

１の⑷のイからトまでの所得

がある場合に、次により求めたこれらの課税される所得金額（㉔、

㉕の各種の金額）に対する税額を書きます。

６  「災害減免額、所得税に係る分配時調整外国税相当額控
除及び外国税額控除額」㉟欄……該当する文字を〇で囲んだ上、

災害減免額並びに所得税に係る分配時調整外国税相当額控除及び外国

税額控除額の合計額を書きます。

（注）所得税に係る分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除額に

は、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除額のうち、復興特

別所得税の額から控除される金額は含まれません。



 

( 

 
    第    号 

 
   年   月   日 

 
                   

                 殿 
 
 

     税務署長                ○印  

 

所得税の青色申告の承認申請の     通知書 
 

  あなたが     年   月   日付でされた所得税の青色申告の承認申請について 

は      しましたので通知します。 

 
（理 由） 

 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  

                                              

                                              

（  ）枚のうち（  ）枚目 



 

 

 
所得税の青色申告の承認申請の（承認・却下）通知書  

 
１ 作成目的 

この通知書は、青色申告の承認申請について承認又は却下の通知をする場合に作成する。  
２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。  
(1) 標題の「青色申告の承認申請の  通知書」の空欄には、通知の内容に応じて「承認」又は「却下」

と記載する。  
(2) 本文の中の空欄となっている箇所には、青色申告の承認申請書の提出年月日及び通知の内容に応じ

て「承認」又は「却下」の文字を記載する。  
(3) 「（理由）」欄には、却下の通知を行う場合に却下を相当とするに至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

  却下の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 
  「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審

判官」の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

 



 
    第    号 

 
   年   月   日 

 
                   

                 殿 
 
 

     税務署長                ○印  

 

所得税の青色申告の承認取消し通知書  

 
あなたの青色申告については、所得税法第 150 条第 1 項第   号に定める取消事由に

該当する事実があったと認められますので、その事実があったと認められる     年

分以降の青色申告の承認を取り消します。 

 

（取り消しの基因となった事実） 
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                              
 

（  ）枚のうち（  ）枚目 



 

 

所得税の青色申告の承認取消し通知書  
 

１ 作成目的  

  この通知書は、青色申告の承認の取消しの通知をする場合に作成する。  

２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 本文の中の「所得税法 150 条第１項第 号」の空欄には、取消しの基因となった事実が所法第 150

条１項の各号のうちのいずれに該当するかを記載する。 

 (2) 本文の中の「    年分」の空欄には、取消しの基因となった事実があったと認められる年の年

分を記載する。 

 (3) 「（取消しの基因となった事実）」欄には、取消しの基因となった事実を具体的に記載する。 

 ３ 教示文 

   承認の取消しの通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

   「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

 
 



 

 
    第    号 

 
   年   月   日 

 
                   

                 殿 
 
 

     税務署長                ○印  

 

再び現金主義による所得計算の特例の適用を 

受けることの承認申請の      通知書 

 

 あなたが    年  月  日付でされた再び現金主義による所得計算の特例の適用を受け

ることの承認申請については、      しましたので通知します。 

 

（理 由） 

 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                                  
 
                                              
 
 

（  ）枚のうち（  ）枚目 



 

 

 

再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請の（承認・却下）通知書 

 

１ 作成目的 

  この通知書は、再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請について承認又

は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 標題の「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請の  通知書」の空欄には、通知の内

容に応じて「承認」又は「却下」と記載する。 

 (2) 本文の中の空欄となっている箇所には、再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書の提

出年月日及び通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

 (3) 「（理由）」欄には、却下の通知を行う場合に却下を相当とするに至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文  

  却下の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

  「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空欄

には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 



 

 

 
  

 
所得税の    の評価方法の届出書 

１ １ ７ ０ 

の評価方法については、次によることとしたので届けます。 

１ 評価方法 

区 分 種 類   評 価 方 法 新たに取得した
年 月 日 

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産    

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産    

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産    

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産    

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産    

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産    

 

２ その他参考事項 

  

税務署受付印 

       税 務 署 長 

 

   年    月    日 提 出 

納 税 地 

住所地・居所地・事業所等（該当するものを○で囲んでください。） 
(〒    －     ) 

 

（TEL       -       -       ） 

上 記 以 外 の 

住 所 地 ・ 

事 業 所 等 

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。 
(〒    －     ) 

 

（TEL       -       -       ） 

フ リ ガ ナ  

 

 

  

 

 

氏 名 
㊞ 

職 業 
 フリガナ  

屋 号  

 

 

関与税理士 
 

 

(TEL    -    -    ) 

 税

務

署

整

理

欄 

整 理 番 号 関係部門 
連 絡 

Ａ Ｂ Ｃ   

 
     

 

 通 信 日 付 印 の 年 月 日 確認印 

 
 年   月   日 

 

 

０ 

年    月   日生 
 

有価証券 
暗号資産 

有価証券 
暗号資産 

生
年
月
日 



 

 

書 き 方  

１ この届出書は、有価証券又は暗号資産について選定した評価方法の届出をする場合に提出するもの

です。  

(注)  従来の評価方法（評価方法の届け出がなかったため、法定の評価方法によるべきこととされた

場合を含みます。）を変更する場合には、この届出書ではなく「    の評価方法の変更承認

申請書」により変更の申請をしてください。 

２ この届出書は、有価証券については、事業所得の基因となる有価証券を新たに取得した日又は従来

取得している有価証券と種類が異なる有価証券を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提

出してください。 

  暗号資産については、暗号資産を新たに取得した日(※)又は従来取得している暗号資産と種類が異

なる暗号資産を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。 

なお、暗号資産の取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交

換しようとする際に一時的に必要なこれらの仮想通貨以外の仮想通貨を取得する場合における取得

は含まれません。 

 ３ この届出書の標題及び本文の中の     は、申請の内容に応じて不要な文字を抹消してくださ 

い。 

４ 評価方法の選定は、有価証券又は暗号資産の種類ごとに行うことになっていますのでその種類ごと

に評価方法を定めて、次により記載します。 

(1)  「区分」欄には、有価証券について記載する場合は「有価証券」を、暗号資産について記載す

る場合は「暗号資産」を○で囲んでください。 

(2)  「種類」欄には、新たに取得した有価証券又は暗号資産の種類を記載します。 

① 有価証券の種類は、おおむね金融商品取引法第２条第１項第１号から第 21 号まで（第 17 号

を除きます。）の各号の区分によります。この場合、外国又は外国法人の発行するもので同項第

１号から第９号まで及び第 12 号から第 16 号までの性質を有するものはこれに準じて区分しま

す。したがって、例えば、国債証券、地方債証券、社債券（相互会社の社債券を含みます。）、

株券（新株予約権を表示する証券を含みます。）、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証

券などは、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができます。 

また、新株引受権付社債は、それ以外の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分

し、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券

と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分する

ことができます。 

② 暗号資産の種類は、暗号資産の呼称等（ビットコインなど）を記載します。 

(3)  「評価方法」欄には、総平均法又は移動平均法のうち、選定した評価方法を記載します。 

   (4)  「新たに取得した年月日」欄には、有価証券又は暗号資産を取得した年月日を記載します。 

 

 

「有価証券 
暗号資産」 

有価証券 
暗号資産 



 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                 □印  
 
 

所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請の    通知書  
 

 あなたが     年  月  日付でされた所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請

については、次のとおり     しましたので通知します。 

 

事業の種類 資産の区分 採用しようとする新たな評価方法 承認、却下の区分 

    

    

    

    

    

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請の（承認・却下）通知書 

 

１ 作成目的 

この通知書は、棚卸資産の評価方法の変更承認申請の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 標題の「所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請の   通知書」欄の空欄には、通知の内容に応じて「承

認」又は「却下」と記載する。 

(2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」の提出年月日及び通知

の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

(3) 「事業の種類」欄から「承認、却下の区分」欄までの欄には、「棚卸資産の評価方法の変更承認申請の（承認、却

下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当とするに至った

理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

  却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空欄には、

この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 

 



 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
     税務署長                 □印  

 
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請の    通知書  

 

あなたが    年  月  日付でされた所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請に

ついては、次のとおり    しましたので通知します。 

 
 資 産 の 種 類 

設 備 の 種 類 

構 造 又 は 

用 途 、 細 目 

採用しようとする 

新たな償却方法 

承 認 、 却 下 

の 区 分 

(1) 平成 19 年３月 31

日以前に取得した減

価償却資産 

    

    

    

(2) 平成 19 年４月１日

以後に取得した減価

償却資産 

    

    

    

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請の（承認、却下）通知書 

 

１ 作成目的  

この通知書は、減価償却資産の償却方法の変更承認申請の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 標題の「所得税の減価資産の償却方法の変更承認申請の 通知書」欄の空欄には、通知の内容に応じて「承認」又

は「却下」と記載する。 

(2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」の提出年月日及び

通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

(3) 「資産の種類・設備の種類」欄から「承認、却下の区分」欄までの欄には、「減価償却資産の償却方法の変更承認

申請の（承認、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当とするに至った

理由を具体的に記載する。 

３ 教示文  

却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空欄には、

この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

 



 

 
  

 
所得税の    の評価方法の変更承認申請書 

１ １ ９ ０ 

    年分から、    の評価方法を次のとおり変更したいので申請します。 

１ 評価方法 

区 分 種 類 
現 在 の 評 価 方 法 

採用しようとする 
新たな評価方法 現在の方法 採用した年 

有 価 証 券 
・ 

暗号資産     

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産     

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産     

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産     

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産     

有 価 証 券 
・ 

暗 号 資 産     

 

２ 変更しようとする理由（できるだけ具体的に記載します。） 

 

 

３ その他参考事項 

  

 

税務署受付印 

       税 務 署 長 

 

   年    月    日 提 出 

納 税 地 

住所地・居所地・事業所等（該当するものを○で囲んでください。） 
(〒    －     ) 

 

（TEL       -       -       ） 

上 記 以 外 の 

住 所 地 ・ 

事 業 所 等 

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。 
(〒    －     ) 

 

（TEL       -       -       ） 

フ リ ガ ナ  
生
年
月
日 

 

   

 

 

氏 名 
㊞ 

職 業 
 フリガナ  

屋 号  

 

 

関与税理士 
 

 

(TEL    -    -    ) 

 税

務

署

整

理

欄 

整 理 番 号 関係部門 
連 絡 

Ａ Ｂ Ｃ   

 
     

 

 通 信 日 付 印 の 年 月 日 確認印 

 
 年   月   日 

 

 

０ 

年    月   日生 
 

有価証券 
暗号資産 

有価証券 
暗号資産 



 

 
 

◎ この申請書は、有価証券又は暗号資産の評価方法を現に行っている方法から他の方法に変更しよ

うとする場合に提出するものです。 

◎ この申請書は、有価証券又は暗号資産の評価方法を変更しようとする年の３月 15 日までに提出

してください。 

◎ 「区分」欄には、有価証券について記載する場合は「有価証券」を、暗号資産について記載す

る場合は「暗号資産」を○で囲んでください。

 

 



 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                 ○印  
 

所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請の    通知書  
 

 あなたが    年  月  日付でされた所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請につ

いては、次のとおり   しましたので通知します。 

 

暗号資産の種類 採用しようとする新たな評価方法 承認、却下の区分 

   

   

   

   

   

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請の（承認、却下）通知書  

 
１ 作成目的 

この通知書は、暗号資産の評価方法の変更承認申請の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 標題の「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請の   通知書」欄の空欄には、通知の内容

に応じて「承認」又は「却下」と記載する。 

 (2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」の提出年

月日及び通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

 (3) 「暗号資産の種類」欄から「承認、却下の区分」欄までの欄には、「暗号資産の評価方法の変更承認

申請の（承認、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

 (4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当と

するに至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

 



 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                 ○印  
 

所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請の    通知書  
 

 あなたが    年  月  日付でされた所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請につ

いては、次のとおり   しましたので通知します。 

 

有価証券の種類 採用しようとする新たな評価方法 承認、却下の区分 

   

   

   

   

   

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請の（承認、却下）通知書  

 
１ 作成目的 

この通知書は、有価証券の評価方法の変更承認申請の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 標題の「所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請の   通知書」欄の空欄には、通知の内容

に応じて「承認」又は「却下」と記載する。 

 (2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請書」の提出年

月日及び通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

 (3) 「有価証券の種類」欄から「承認、却下の区分」欄までの欄には、「有価証券の評価方法の変更承認

申請の（承認、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

 (4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当と

するに至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審

判官」の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                 □印  
 
 

所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請の    通知書  
 

 あなたが    年  月  日付でされた所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請に

ついては、次のとおり     しましたので通知します。 

 

事 業 の 種 類 資 産 の 区 分 採 用 し よ う と す る 新 た な 評 価 方 法 承認、却下の区分 

    

    

    

    

    

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請の（承認・却下）通知書 

 

１ 作成目的 

  この通知書は、所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

  この通知書は、「所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請の（承認・却下）通知書」の記載要

領等に準じて作成する。 

３ 教示文 

  却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判

官」の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
     税務署長                 □印  

 
所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請の    通知書  

 

あなたが    年  月  日付でされた所得税の減価償却資産の償却方法の特別な承認申

請に係る資産の全部又は一部については、次のとおり    しましたので通知します。 

 

資産の種類 構造又は用途 細    目 数 量 
承 認 、 却 下 

の 区 分 

採用しようとする 

特 別 な 償 却 方 法 

      

      

      

      

      

      

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請の（承認・却下）通知書 

 

１ 作成目的 

  この通知書は、所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認又は却下の通知をする場合に作成す

る。 

 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 標題の「所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請の   通知書」欄の空欄には、通

知の内容に応じて「承認」又は「却下」と記載する。 

(2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認申請書」

の提出年月日及び通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

  なお、「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又

は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部又は」の字句を二重線

で抹消する。 

(3) 「資産の種類」欄から「承認した特別な償却方法」欄までの欄には、「所得税の減価償却資産の

特別な償却方法の変更承認申請の（承認、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記す

る。 

(4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の認定をする場合に、その却下又は承認を相当

とするに至った理由を具体的に記載する。 

 

３ 教示文 

  却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立て」の項について、「   税務署長」及び「   国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署長及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 なお、申請どおりの承認をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
     税務署長                 □印  

 
所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認の取消し通知書  

 

    年  月  日付    号の特別な償却方法の承認については、所得税法施行令第

120 の３条第４項の規定に基づき、その承認に係る資産の全部又は一部について、次のとおり取り

消します。 

 

資 産 の 種 類 構 造 又 は 用 途 細 目 数 量 
特 別 な 

償 却 方 法 

     

     

     

     

     

     

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認の取消し通知書 

 

１ 作成目的 

  この通知書は、所得税の減価償却資産の特別な償却方法の承認について、その承認の取消しの通知

をする場合に作成する。 

 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 「全部又は一部」の箇所については、承認に係る資産の全部について取消しをする場合は「又は

一部」の字句を、申請に係る資産の一部について取消しをする場合には「全部又は」の字句を二重

線で抹消する。 

(2) 「資産の種類」欄から「特別な償却方法」欄までの欄には、「所得税の減価償却資産の特別な償

却方法の取消決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(3) 「（理由）」欄には、取消しをするに至った理由を具体的に記載する。 

 

３ 教示文 

  承認の取消しの通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

  「不服申立て」の項について、「   税務署長」及び「   国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署長及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 



（ ）枚のうち（ ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                ○印  

 
 

所得税の取替法を採用する場合の承認申請の   通知書 
 

 あなたが    年  月  日付でされた取替法採用承認申請については、次のとおり    しましたので通

知します。 

 

取替資産の名称 
左の所得税法施行規則 

第24条の2各号の区分 
承認、却下の区分 

   

   

   

   

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ ）枚のうち（ ）枚目 

 
所得税の取替法を採用する場合の承認申請の（承認、却下）通知書 

 
 

１ 作成目的 

  この通知書は、取替法を採用する場合の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 
 
２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 標題の「所得税の取替法を採用する場合の承認申請の   通知書」欄の空欄には、通知の内容に応じて「承

認」又は「却下」と記載する。 

 (2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「取替法採用承認申請書」の提出年月日及び通知の内容に応じて「承

認」又は「却下」の文字を記載する。 

 (3) 「取替資産の名称」欄から「承認、却下の区分」欄までの欄には、「取替法を採用する場合の承認申請の（承

認、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

 (4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当とするに至っ

た理由を具体的に記載する。 

 

３ 教示文 

  却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 
「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空欄に

は、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 

 

 



 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     国税局長              □印  

 
 

所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請の    通知書 
 

 あなたが    年  月  日付でされた所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請について

は、次のとおり     しましたので通知します。 

 認定した特別な償却率による償却費の額の計算は、    年分の所得税について適用することができま

す。 

 

資 産 の 種 類 構造又は用途  細 目 名 称 
採用しようと 
する償却率 

認定、却下 
の 区 分 

      

      

      

      

      

 

（理 由） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ）枚のうち（ ）枚目



 
所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請の（認定・却下）通知書 

 
１ 作成目的 

この通知書は、減価償却産の特別な償却率の認定申請の認定又は却下の通知をする場合に作成する。 
２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 標題の「所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請の   通知書」欄の空欄には、通知の内容に

応じて「認定」又は「却下」と記載する。 

(2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請書」の提出年

月日及び通知の内容に応じて「認定」又は「却下」の文字を記載する。 

(3) 「資産の種類」欄から「認定、却下の区分」欄までの欄には、「所得税の減価償却資産の特別な償却率の

認定申請（認定、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(4) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の認定をする場合に、その却下又は認定を相当とするに

至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

   却下又は申請と異なった内容の認定をする場合には、教示文を送付することに留意する。 
「不服申立てについて」の項について、「  国税局長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空

欄には、この処分を行う国税局名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 
 

 



 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     国税局長                □印  
 
 

所得税の減価償却資産の特別な償却率の変更通知書 
 
     年  月  日付    号の特別な償却率の認定については、所得税法施行令第122条第４項

の規定に基づき、次のとおりその償却率を変更します。 

 変更後の償却率による償却費の額の計算は、    年分の所得税について適用されます。 

 

資 産 の 種 類 構造又は用途  細 目 名 称 変更後の償却率 

     

     

     

     

     

 

（理 由） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ ）枚のうち（ ）枚目 



 
所得税の減価償却資産の特別な償却率の変更通知書 

 
 １ 作成目的 

   この通知書は、減価償却産の特別な償却率の変更通知をする場合に作成する。 
 ２ 記載要領等 

   この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 「資産の種類」欄から「変更後の償却率」までの欄には、「所得税の減価償却資産の特別な償却率の変更決議書」

の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(2) 「（理由）」欄には、変更をするに至った理由を具体的に記載する。 

 ３ 教示文 

   変更の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

   「不服申立てについて」の項について、「  国税局長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空欄には、この処分を

行う国税局名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

      
 
 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
     国税局長                 □印  

 
所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請の    通知書  

 

あなたが    年  月  日付でされた所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請

については、申請に係る資産の全部又は一部について次のとおり    しましたので通知しま

す。 

資 産 の 

種 類 

構 造 又 は 

用 途 
細 目 数 量 

承認を受けようとする 

耐 用 年 数 （ 年 ） 

承認、却下 

の 区 分 

      

      

      

      

※ この承認を受けた減価償却資産につき承認申請書に記載した事実と異なることとなった場合に

は、速やかに、その旨及びその事実と異なることとなった事項の詳細を記載した書類を納税地の所

轄税務署長を経由して    国税局長に提出してください。 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請の（承認・却下）通知書 

 

１ 作成目的 

  この通知書は、所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認又は却下の通知をする場合に作成する。 

２ 記載要領等 

 (1) 標題の「所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請の   通知書」欄の空欄には、通知

の内容に応じて「承認」又は「却下」と記載する。 

 (2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請書」

の提出年月日及び通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

 (3) 「全部又は一部」の箇所については、申請に係る資産の全部について承認する場合は「又は一部」

の字句を、申請に係る資産の一部について承認する場合には「全部又は」の字句を二重線で抹消す

る。 

 (4) 「資産の種類」欄から「承認を受けようとする耐用年数（年）」欄までの欄には、「所得税の減価

償却資産の耐用年数短縮の（承認、却下）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

 (5) 「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当

とするに至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  国税局長」及び「  国税不服審判所首席国税審判

官」の空欄には、この処分を行う国税局名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

  なお、申請どおりの承認をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
     国税局長                 □印  

 
所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認の取消し（変更）通知書  

 

    年  月  日付    号の耐用年数短縮の承認については、所得税法施行令第 130

条第４項の規定に基づき、その承認に係る資産の全部又は一部について、次のとおり取消し（変

更）します。 

 

資 産 の 

種 類 

構 造 又 は 

用 途 
細 目 数 量 

承 認 し た 

耐用年数（年） 

取消し（変更）後 

の耐用年数（年） 

      

      

      

      

      

      

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認の取消し（変更）通知書 

 

１ 作成目的 

  この通知書は、所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認について、その承認の取消し又は変更

の通知をする場合に作成する。 

 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 標題及び主文の「取消し（変更）」の箇所は、その処分の内容に応じ不要な文字を二重線で抹消

する。 

(2) 「全部又は一部」の箇所については、申承認に係る資産の全部について取消しをする場合は「又

は一部」の字句を、申請に係る資産の一部について取消しをする場合には「全部又は」の字句を二

重線で抹消する。 

(3) 「資産の種類」欄から「取消し（変更）後の耐用年数（年）」欄までの欄には、「所得税の減価償

却資産の耐用年数短縮の承認の取消し（変更）決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(4) 「（理由）」欄には、取消しをするに至った理由を具体的に記載する。 

 

３ 教示文 

  取消し又は変更の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立て」の項について、「   国税局長」及び「   国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う国税局名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 



 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 
 
 

     税務署長                 ○印  

 

所得税の特定船舶に係る特別修繕費の金額の認定通知書  
 

 あなたが    年   月   日付でされた特定船舶に係る特別修繕準備金の積立限度額

の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定申請については、次のとおり認定しましたので通知

します。 

 

 船舶の種類及び名称 金 額 

特別修繕費の金額 

 円 

 円 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 



 

 
所得税の特定船舶に係る特別修繕費の金額の認定通知書  

 

１ 作成目的 

  この通知書は、特定船舶に係る特別修繕準備金の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定申請に係

る認定の通知をする場合に作成する。 

 

２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 本文の中の「  年  月  日付」欄の空欄には、「所得税の特定船舶に係る特別修繕費の金額

の認定申請書の提出年月日」を記載する。 

 (2) 「船舶の種類及び名称」欄及び「金額」欄には、「特定船舶に係る特別修繕費の金額の認定決議書」

の該当欄に記載されている事項を移記する。 

 (3) 「（理由）」欄には、申請と異なった認定を行う場合に、その認定を相当とするに至った理由を具

体的に記載する。 

 

３ 教示文 

  申請と異なった認定を行う場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

  なお、申請どおりの認定をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。  

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                 □印  
 
 

転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請の    通知書  
 

 あなたが    年  月  日付でされた所得税の転廃業助成金に係る課税の特例の承認申

請については、次のとおり     しましたので通知します。 

 

事業用固定資産の種類      

数 量 ・ 面 積     

用 途     

取得（改良）価額の見積額 円 円 円 円 

取得（改良）予定年月日 年  月   日 年  月   日 年  月   日 年  月   日 

承 認 又 は 却 下 の 区 分      

 

（理 由） 

 

 

  



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請の（承認、却下）通知書 

 

１ 作成目的 

この通知書は、転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請の承認又は却下の通知をする場合に作成

する。 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 標題の「転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請の   通知書」欄の空欄には、通知の内容

に応じて「承認」又は「却下」と記載する。 

(2) 本文の中の空欄となっている箇所には、「転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請の   通

知書」の提出年月日及び通知の内容に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

(3)「事業用固定資産の種類」欄から「承認、却下の区分」欄までの欄には、「転廃業助成金に係る課

税の特例の承認申請の   決議書」の該当欄に記載されている事項を移記する。 

(4)「（理由）」欄には、却下又は申請と異なった内容の承認をする場合に、その却下又は承認を相当

とするに至った理由を具体的に記載する。 

３ 教示文 

却下又は申請と異なった内容の承認をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判

官」の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

  なお、申請どおりの承認をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。 



 

                                  第    号 

 

   年分源泉所得税の徴収猶予証明書 

 

  住 所                          

  氏 名                          

 

 

上記の者が、    年  月  日から    年  月  日までの間に

支払を受ける日雇給与に対する所得税法第１８５条第１項第３号に規定する所得

税については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定

により、その徴収を猶予することとしたので同期間中に同人に支払う日雇給与に

ついては、所得税法第１８５条第１項第３号に規定する所得税を徴収する必要が

ないことを証明する。 

 

 

        年   月   日 

 

 

 

 

 

                          税務署長         □印 

 

 

 



 

 

源泉所得税の徴収猶予証明書 

 

1 作成目的 

  この証明書は、日雇給与を受ける者から提出された繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予申請につ 

 いて、その承認をしたことを証する場合に作成する。 



 

 

    第    号 
    年   月   日 

 
                
 
             殿 
 
                       税務署長         印 
 
 

     年分源泉所得税の徴収猶予の承認通知書 
 
 
 あなたが、    年  月  日付でされた繰越雑損失がある場合の源泉所得税 
の徴収猶予承認申請については、次のとおり承認したので通知します。 
 なお、源泉所得税について徴収猶予を受けた場合には、必ずその年分について確定 
申告書を提出することになっていますから、御注意ください。 

 

給 与 等 ・ 公 的 

年 金 等 ・ 報 酬 

等 の 支 払 者 

給与等・ 

公的年金 

等・報酬 

等 の 別 

徴収猶予限度額 

徴収猶予開始の日 
 

既に申請書の写しを提出し 
て徴収猶予を受けている場 
合には、下記の日は、その 
写しの提出の日の翌日と読 
み替えてください。    

  
円 

月     日 

   月     日 

   月     日 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

源泉所得税の徴収猶予の承認通知書 

 

１ 作成目的 

この通知書は、繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予の承認通知をする場合に作成する。 

 

２ 留意事項 

(1) 日雇給与の徴収猶予申請に対する承認は、この通知書による交付は行わず、証明書を交付する。 

(2) この通知書は、直接申請者あて送付する。 

 

３ 教示文 

  承認申請の一部を承認する場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

  なお、申請どおりの承認をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。 

 

 



 

 
 
 

    第    号 
 

   年   月   日 
 
 

 （源泉徴収義務者） 
  所在地（住所）                            
 
  名 称（氏名）                 殿 
 
 

      税務署長                印 
 
 
 

     年分源泉所得税の徴収猶予承認の通知書 

 
 

あなたが、次の者から徴収する    年分給与等・公的年金等・報酬等に対する源泉所得税に

ついては、同人から繰越雑損失がある場合の徴収猶予の承認申請があり、    年  月  日

（徴収猶予開始の日）以後その徴収猶予を承認しましたので、同日以後、あなたが同人に支払う 
    年分給与等・公的年金等・報酬等のうち、承認に係る徴収猶予限度額に達するまでの支払

額についての源泉所得税の徴収を猶予してください。 
なお、既に同人から申請書の写しの提出を受け、徴収を猶予している場合には、上記の徴収猶予

開始の日は、その申請書の写しの提出があった日の翌日とすることになっています。 
 
 
１ 納税者 

住 所                                
 

氏 名                                
 
 
２ 承認に係る徴収猶予限度額 

給 与 等                 円 
 

公的年金等                 円 
 

報 酬 等                 円 
 
 



 

源泉所得税の徴収猶予承認の通知書 

 

１ 作成目的 

この通知書は、繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請の承認をする場合に、その申請者に係る

源泉徴収義務者へその旨を通知するために作成する。 

 

２ 留意事項 

源泉徴収義務者への通知は、その通知先の所轄税務署の源泉所得税担当部門を経由して行う。 



 

 

 
 
 

    第    号 
 

   年   月   日 
 
                    
 

                  殿 

 
 

     税務署長                印 
 
 
 

源泉所得税の徴収猶予承認申請の却下通知書 

 
 
 

あなたが、    年  月  日付でされた繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請につい

ては、次の理由により却下します。 

なお、既に申請書の写しにより徴収猶予を受けている場合は、必ずその年分の確定申告書を提出しなければ

ならないことになっていますから御注意ください。 

 
（理 由） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
源泉所得税の徴収猶予承認申請の却下通知書 

 
１ 作成目的 

この通知書は、繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請について却下する場合に作成する。 
 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 本文の中の「    年  月  日付」欄の空欄には、「繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承

認申請書」の提出年月日を記載する。 

(2) 「（理由）」欄には、却下を相当とするに至った理由を具体的に記載する。 

 

３ 教示文 

  却下の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

  「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」の空欄には、

この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

  なお、申請どおりの承認をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。 
 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

 
 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 
 
 

     税務署長                 ○印  
 
 
 

     年分所得税の特別農業所得者の承認申請の    通知書 
 
 

あなたの    年  月  日付でされた所得税の特別農業所得者の承認申請については    しま

したので通知します。 

 
 （理 由） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

所得税の特別農業所得者の承認申請の（承認、却下）通知書 

 
１ 作成目的 

  この通知書は、特別農業所得者の承認申請について承認又は却下の通知をする場合に作成する。  

 

２ 記載要領等 

  この通知書の各欄は、次により記載する。 

 (1) 標題の「特別農業所得者の承認申請の  通知書」の空欄には、通知の内容に応じて「承認」又は

「却下」と記載する。 

 (2) 本文の中の空欄となっている箇所には、特別農業所得者の承認申請書の提出年月日及び通知の内容

に応じて「承認」又は「却下」の文字を記載する。 

 (3) 「（理由）」欄には、却下の通知を行う場合に却下を相当とするに至った理由を具体的に記載する。 

 (4) 「承認」の通知をする場合には、教示文の「この処分の内容について……」の全文を抹消する。  

 

３ 教示文 

  却下の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判官」

の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。  

   なお、申請どおりの承認をする場合には、教示文は送付しないことに留意する。 

 

 

 

 



 

 
  

 

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 

１ ６ ０ ０ 

次のとおり、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に居住しないことと 
 なるので届け出ます。 

１ 転居（予定）年月日          年   月   日 
２ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に居住しないこととなる事由 

□     年  月  日付転任命令に伴う転居（                     ） 

□ その他やむを得ない事由（                               ） 

３ 転居先住所等 

  転 居 先 住 所                       電話番号   －   －    

  新 勤 務 先 の 名 称                       

  新勤務先の所在地                       電話番号   －   －    

４ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋の居住開始年月日 

       年   月   日 

５ その他 

 ⑴ 再居住予定年月日    □      年   月   日    □ 未定 

 ⑵ 居住の用に供しない期間の家屋の用途（予定） 

   □ 賃貸の用   □ 空家   □ その他（                     ） 

 ⑶ その他参考事項 

 

税務署受付印 

関与税理士 
 

 

(TEL    -    -    ) 

 
税

務

署

整

理

欄 

一連番号 整 理 番 号 Ａ Ｂ Ｃ   

 
     

 

 転居確認 通信日付印の年月日 確 認 印 

 
 

年  月  日 

 

 

       税 務 署 長 

 

   年    月    日 提 出 

住 所 

(〒    －     ) 

 

（TEL       -       -       ） 

フ リ ガ ナ  
生
年
月
日 

 

    

 

 

氏 名 
㊞ 

勤 務 先 

名 称  

所在地 
（TEL       -       -       ） 

 

０ 

年    月   日生 
 



 

書 き 方 

 

 

１ この届出書は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、勤務先からの転任

の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により、その控除の適用を受けていた家屋を

居住の用に供しないこととなる場合に提出するものです。 

この届出は、その家屋を再び居住の用に供することとなった場合に、その家屋に係る(特定増改築等)

住宅借入金等特別控除の適用期間の未経過年分について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適

用を受けるために必要となります。 

２ この届出書は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋の所在地を所轄する

税務署長に提出してください。届出書に記載する住所、勤務先等は転居する前のものを記載してくだ

さい。 

３ 「１」欄の転居年月日が確定していない方については、予定により記載してください。 

４ 「２」欄及び「５」(1)・(2)欄は、それぞれ該当する箇所にレ点を付してください。 

なお、「２」の「  年 月 日付転任命令に伴う転居」欄のカッコ内には、転任命令のあった日

と転居(予定)年月日との間が通常転居に要すると認められる期間を超える場合などに、その理由を具

体的に記載してください。 

また、「２」の「その他やむを得ない事由」欄及び「５」(2)の「その他」欄に該当する方は、カッ

コ内にその内容を具体的に記載してください。ただし、転居等の事由がこの制度の要件に該当しない

ものであるときは、再び居住の用に供した場合においても、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の

再適用は受けられません。 

（注）転居等の事由がこの制度の要件に該当するものであるかについて、転任辞令の写しやその他や

むを得ない事由を証する書類などで確認させていただくことがあります。 

 

（添付書類） 

この届出書を提出する場合で、「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書」

及び「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」を税務署長から事前に交付を受

けている方は、未使用分の証明書及び申告書を一緒に提出してください。なお、紛失により提出でき

ない方は、税務署にご相談ください。 

 

(注) 再び居住の用に供し、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受けようとする場合には、

確定申告が必要です。 

 

 

 



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

    第    号 
 

   年   月   日 
 

                   

                 殿 

 
 

     税務署長                 □印  
 
 

災害損失特別勘定の総収入金額算入時期の延長確認申請の却下通知書  
 

 あなたが    年  月  日付でされた災害損失特別勘定の総収入金額算入時期の延長確

認申請については、以下の理由により却下しましたので通知します。 

 

（理 由） 

 

 

  



（  ）枚のうち（  ）枚目 

 

災害損失特別勘定の総収入金額算入時期の延長確認申請の却下通知書 

 

１ 作成目的 

この通知書は、災害損失勘定の総収入金額算入時期の延長確認申請の却下の通知をする場合に作成

する。 

 

２ 記載要領等 

この通知書の各欄は、次により記載する。 

(1) 本文の中の空欄となっている箇所には、「災害損失特別勘定の総収入金額算入時期の延長確認申

請書」の提出年月日を記載する。 

(2) 「（理由）」欄には、却下をする場合に、その却下を相当とするに至った理由を具体的に記載する。 

 

３ 教示文 

却下の通知をする場合には、教示文を送付することに留意する。 

「不服申立てについて」の項について、「  税務署長」及び「  国税不服審判所首席国税審判

官」の空欄には、この処分を行う税務署名及び国税不服審判所の支部名をそれぞれ記載する。 

 





  

 

 輸 出 物品 販 売場 許可 申 請の 却 下通 知書                                           

 

１ 使用目的  

「輸出物品販売場許可申請の却下通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI2）は、輸出物品販売場の許可

申請について、却下の通知を行うために使用する。 

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 輸出物品販売場許可申請を却下する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

輸出物品販売場許可申請の却下決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

輸出物品販売場許可申請の却下決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  却下の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

免税販売手続区分

（通知文中） 

 却下の対象となる輸出物品販売場許可申請の免税販売手続区分を印字する。 

 ①一般型 ②手続委託型 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日（通知本

文） 
 却下の対象となる「輸出物品販売場許可申請書」の提出年月日を記載する。 

理由  却下の理由を具体的に記載する。 

６ 教示文 

  「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載す

る。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 



「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

７ 留意事項  

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 





  

 

承認免税手続事業者の承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的  

「承認免税手続事業者の承認申請の却下通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI5）は、承認免税手続事業

者の承認申請について、却下の通知を行うために使用する。  

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 承認免税手続事業者の承認申請を却下する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

承認免税手続事業者の承認申請の却下決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

承認免税手続事業者の承認申請の却下決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  却下の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日 

（通知本文） 
 却下の対象となる「承認免税手続事業者承認申請書」の提出年月日を記載する。 

理由  却下の理由を具体的に記載する。 

６ 教示文 

   「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載

する。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 



また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

７ 留意事項  

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

 





  

 

承認送信事業者の承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的  

「承認送信事業者の承認申請の却下通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI7）は、承認送信事業者の承

認申請について、却下の通知を行うために使用する。  

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 承認送信事業者の承認申請を却下する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

承認送信事業者の承認申請の却下決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

承認送信事業者の承認申請の却下決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、個人の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  却下の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日 

（通知本文） 
 却下の対象となる「承認送信事業者承認申請書」の提出年月日を記載する。 

理由  却下の理由を具体的に記載する。 

 

６ 教示文 

「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載す

る。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 



「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

７ 留意事項  

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

 





  

 

臨時販売場を設置する事業者の承認申請の却下通知書 

 

１ 使用目的  

「臨時販売場を設置する事業者の承認申請の却下通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCIA）は、臨時販

売場を設置する事業者の承認申請について、却下の通知を行うために使用する。  

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 臨時販売場を設置する事業者の承認申請を却下する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

臨時販売場を設置する事業者の承認申請の却下決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

臨時販売場を設置する事業者の承認申請の却下決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  却下の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日 

（通知本文） 

 却下の対象となる「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」の提出年月日を記

載する。 

理由  却下の理由を具体的に記載する。 

 

６ 教示文 

「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載す

る。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 



「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

７ 留意事項 

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 

 





 

輸出物品販売場許可の取消通知書 

 

１ 使用目的 

  「輸出物品販売場許可の取消通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI3）は、輸出物品販売場の許

可について、取消しの通知を行うために使用する。 

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 輸出物品販売場許可の取消しを行う場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

輸出物品販売場許可の取消決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

輸出物品販売場許可の取消決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている

場合は、「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完す

る。 

発遣番号 

発送年月日 

 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載す

る。 

税務署  取消しの対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されてい

ない場合には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

発遣番号 

発送年月日（通知

本文） 

 取消しの対象となる「輸出物品販売場許可申請の許可通知書」の発送年月日及

び発遣番号を記載する。 

理由  取消しの理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 
「この通知に係る処分は、  の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部

分は、この通知に係る処分が、国税局の国税調査官の調査に基づいて行われたも



のである場合にのみ、当該国税調査官の所属する国税局名を記載し、その他の場

合には、この文言の全部を抹消する。 

６ 教示文 

 「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のと

おり記載する。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる

個人の納税地を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄

する国税不服審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる

個人の納税地を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄

する国税不服審判所名を記載する。 

７ 留意事項 

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）

第２条第６項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付

する。 

 





 

承認免税手続事業者の承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

  「承認免税手続事業者の承認の取消通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI6）は、承認免税手続事業者

の承認について、取消しの通知を行うために使用する。 

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 承認免税手続事業者の承認の取消しを行う場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

承認免税手続事業者の承認の取消決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

承認免税手続事業者の承認の取消決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  取消しの対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

５ 記載要領 

  項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

発遣番号 

発送年月日（通知

本文） 

 取消しの対象となる承認免税手続事業者の承認申請の承認通知書の発送年月日及び発遣

番号を記載する。 

理由  取消しの理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、  の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、こ

の通知に係る処分が、国税局の国税調査官の調査に基づいて行われたものである場合にの

み、当該国税調査官の所属する国税局名を記載し、その他の場合には、この文言の全部を

抹消する。 

 



６ 教示文 

  「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載する。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審

判所名を記載する。 

７ 留意事項 

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 





 

承認送信事業者の承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

  「承認送信事業者の承認の取消通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI8）は、承認送信事業者の承認に

ついて、取消しの通知を行うために作成する。 

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 承認送信事業者の承認の取消しを行う場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

承認送信事業者の承認の取消決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

承認送信事業者の承認の取消決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  取消し承認の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

発遣番号 

発送年月日（通知

本文） 

 取消しの対象となる「承認送信事業者の承認申請の承認通知書」の発送年月日及び発遣

番号を記載する。 

理由  取消しの理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、  の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、こ

の通知に係る処分が、国税局の国税調査官の調査に基づいて行われたものである場合にの

み、当該国税調査官の所属する国税局名を記載し、その他の場合には、この文言の全部を

抹消する。 

 



 

６ 教示文 

  「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載す

る。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を記載する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審

判所名を記載する。 

７ 留意事項 

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 





 

臨時販売場を設置する事業者の承認の取消通知書 

 

１ 使用目的 

  「臨時販売場を設置する事業者の承認の取消通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCIB）は、臨時販売場

を設置する事業者の承認について、取消しの通知を行うために作成する。 

なお、教示文については、《６ 教示文》を参照の上、通知書（正本）に添付する。 

２ 出力対象 

 臨時販売場を設置する事業者の承認の取消しを行う場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

臨時販売場を設置する事業者の承認の取消決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本、副本及び教示文 

臨時販売場を設置する事業者の承認の取消決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  取消しの対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

発遣番号 

発送年月日（通知

本文） 

 取消しの対象となる「臨時販売場を設置する事業者の承認申請の承認通知書」の発送年

月日及び発遣番号を記載する。 

理由  取消しの理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、  の職員の調査に基づいて行いました。」の空白部分は、

この通知に係る処分が、国税局の国税調査官の調査に基づいて行われたものである場合に

のみ、当該国税調査官の所属する国税局名を記載し、その他の場合には、この文言の全部

を抹消する。 

 



 

６ 教示文 

  「（教示）輸出物品販売場等許可申請の却下・取消通知書」（GKCCJ0）が出力されるため、以下のとおり記載す

る。 

   税務署の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇税務署長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する税務署名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服

審判所名を印字する。 

   国税局の職員の調査に基づく処分である場合 

「…３月以内に  に対して…」の空白部分には、「〇〇国税局長」（〇〇は処分の対象となる個人の納税地

を管轄する国税局名。）と記載する。 

また、「…（提出先は、  国税不服審判所…」の空白部分には、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審

判所名を印字する。 

７ 留意事項 

この通知書正本は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６

項（定義）に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 





  

 

輸出物品販売場許可申請の許可通知書（一般型用） 

 

１ 使用目的  

「輸出物品販売場許可申請の許可通知書（一般型用）（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI0）は、輸

出物品販売場の許可申請（一般型用）について、許可の通知を行うために使用する。 

２ 出力対象 

 輸出物品販売場許可申請（一般型用）を許可する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

輸出物品販売場許可申請（一般型用）の許可決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本及び副本 

輸出物品販売場許可申請（一般型用）の許可決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

 項   目 内                容 

* 通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

 納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場

合は、「納税地」は印字されない。 

 法人名 「－」を表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

 氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

 発遣番号 

発送年月日 

 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載す

る。 

 連絡先住所 連絡先がある場合は、「氏名・代表者氏名」欄の下に連絡先住所を印字する。 

（注）  副本、決議書添付用にのみ印字する。 

 補完記入の表示 １ 「納税地」､｢法人名等」又は「氏名・代表者氏名」のいずれかに補完記入を要

する場合は､｢納税地」欄の右に「補完有」と表示する。 

２ 「連絡先」に補完記入を要する場合は、「氏名・代表者氏名」欄の下に「補完

有」と表示する。 

（注）それぞれ副本、決議書添付用にのみ印字する。 

 税務署  許可の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 許可年月日（通知本

文） 
 販売場等事績入力画面で入力された許可年月日を印字する。 

 (注) 項目名の左欄外に「＊」を付しているものは、様式の欄外に印字する項目である。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていな

い場合には、当該項目を記載する。 

発遣番号  通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 



発送年月日 

提出年月日（通知

本文） 

 許可の対象となる「輸出物品販売場許可申請書（一般型用）」の提出年月日を記

載する。 

 

 





  

 

輸出物品販売場許可申請の許可通知書（手続委託型用） 

 

１ 使用目的  

「輸出物品販売場許可申請の許可通知書（手続委託型用）（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI1）は、

輸出物品販売場の許可申請（手続委託型用）について、許可の通知を行うために使用する。 

２ 出力対象 

 輸出物品販売場許可申請（手続委託型用）を許可する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

輸出物品販売場許可申請（手続委託型用）の許可決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出

力）。 

  正本及び副本 

輸出物品販売場許可申請（手続委託型用）の許可決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

 項   目 内                容 

* 通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

 納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場

合は、「納税地」は印字されない。 

 法人名 「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

 氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

* 連絡先住所 連絡先がある場合は、「氏名・代表者氏名」欄の下に連絡先住所を印字する。 

（注）  副本、決議書添付用にのみ印字する。 

* 補完記入の表示 

 

 

 

 

１ 「納税地」又は「氏名・代表者氏名」のいずれかに補完記入を要する場合は､

｢納税地」欄の右に「補完有」と表示する。 

２ 「連絡先」に補完記入を要する場合は、「氏名・代表者氏名」欄の下に「補完

有」と表示する。 

（注）それぞれ副本、決議書添付用にのみ印字する。 

 発遣番号 

発送年月日 

 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載す

る。 

 税務署  対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 許可年月日（通知本

文） 
 販売場等事績入力画面で入力された許可年月日を印字する。 

 (注) 項目名の左欄外に「＊」を付しているものは、様式の欄外に印字する項目である。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 補完記入を要するため、「納税地」、「法人名」及び「氏名・代表者氏名」が印



法人名 

氏名・代表者氏名 

字されていない場合には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日（通知

本文） 

 許可の対象となる「輸出物品販売場許可申請書（手続委託型用）」の提出年月日

を記載する。 

 

 



輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書の無効決議書 
 
  

 整理番号    

 起案   ・ ・ 
決

裁

印 

 署 長  副署長  統括官等  担当者 整

理

事

項 

 整理簿  

 

 

       

 決裁   ・ ・ 

 

   令和  年  月  日付で提出された輸出物品販売場における購入記録情報の提供 

方法等の届出書については、下記の理由により、当該届出書の効力がないため、届出人 

にその旨をお知らせすることとしてよろしいか。  

 

記 

 

 氏名又は名称 

 

代 表 者 氏 名 

 

 納 税 地               

 

届 出 年 月 日 

 

 （理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 







  

 

承認免税手続事業者の承認申請の承認通知書 

 

１ 使用目的  

「承認免税手続事業者の承認申請の承認通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI4）は、承認免税手続事

業者の承認申請について、承認の通知を行うために使用する。 

２ 出力対象 

 承認免税手続事業者の承認申請を承認する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

承認免税手続事業者の承認申請の承認決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本及び副本 

承認免税手続事業者の承認申請の承認決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  承認の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

承認年月日（通知本

文） 
 販売場等事績入力画面で入力された承認年月日を印字する。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日（通知本

文） 
 承認の対象となる「承認免税手続事業者承認申請書」の提出年月日を記載する。 

 

 





  

 

臨時販売場を設置する事業者の承認申請の承認通知書 

 

１ 使用目的  

「臨時販売場を設置する事業者の承認申請の承認通知書（正本、副本及び決議書添付用）」（GKCCI9）は、臨時販

売場を設置する事業者の承認申請について、承認の通知を行うために使用する。 

２ 出力対象 

 臨時販売場を設置する事業者の承認申請を承認する場合に出力する。 

３ 出力時期 

  決議書添付用 

臨時販売場を設置する事業者の承認申請の承認決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出力）。 

  正本及び副本 

臨時販売場を設置する事業者の承認申請の承認決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

項   目 内                容 

通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 

①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 

②正本出力時・・・印字しない。 

③副本出力時・・・「（副本）」 

納税地 納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）副本及び決議書添付用の「納税地」欄の右に「補完有」と印字されている場合は、

「納税地」は印字されない。 

法人名  「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

氏名・代表者氏名  納税者管理情報を参照し、事業者の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書きで補完する。 

発遣番号 

発送年月日 
 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

税務署  承認の対象となる事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

承認年月日（通知本

文） 
 臨時販売場設置事業者事績入力画面で入力された承認年月日を印字する。 

 

５ 記載要領 

項   目 内                容 

納税地 

氏名・代表者氏名 

補完記入を要するため、「納税地」及び「氏名・代表者氏名」が印字されていない場合

には、当該項目を記載する。 

発遣番号 

発送年月日 
 通知書を発送する際に発遣番号及び発送年月日を記載する。 

提出年月日（通知本

文） 

 承認の対象となる「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」の提出年月日を記

載する。 

 

 







輸出物品販売場識別符号通知書 

 

１ 使用目的 

「輸出物品販売場識別符号通知書｣(GKCCP90)は、輸出物品販売場を経営する事業者に対し

て輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書に基づき、消費税法施行規則

第６条の２第２項に規定する輸出物品販売場の識別符号を通知するために出力する。 

２ 出力対象 

識別符号が付番された輸出物品販売場を対象とする。 

３ 出力時期 

輸出物品販売場に識別符号を付番したのち出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

 項 目 内 容 

 通知書区分 「納税地」欄の上に「（副本）」と印字する。 
（注）副本にのみ印字する。 

 
納税地 

納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書き

で補完する。 

 
法人名 

「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

 

氏名・代表者氏名 

納税者管理情報を参照し、個人の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書

きで補完する。 

 発遣番号 

発送年月日 

 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送

年月日を記載する。 

 
税務署 

 輸出物品販売場を経営する事業者の納税地を所轄する税務署名

を印字する。 

 提出年月日（通知文

中） 

 輸出物品販売場における購入記録情報提供方法等届出書の登録

に際し、販売場等事績入力画面で入力された提出年月日を印字す

る。 

 識別符号 輸出物品販売場の識別符号を印字する。 

 輸出物品販売場の

所在地 

販売場等事績入力画面で入力された輸出物品販売場の所在地を印

字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書

きで補完する。 

 輸出物品販売場の

名称 

販売場等事績入力画面で入力された輸出物品販売場の名称を印字

する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書

きで補完する。 

 輸出物品販売場の

許可を受けた年月

日 

 販売場等事績入力画面で入力された輸出物品販売場の許可年月日

を印字する。 

 





承認送信事業者承認申請の承認通知書兼識別符号通知書 

 

１ 使用目的 

「承認送信事業者承認申請の承認通知書兼識別符号通知書｣(GKCCPA0)は、承認送信事業者

の承認を受けようとする事業者に対して承認送信事業者承認申請書に基づき、消費税法施行

令第18条の４第４項に規定する承認送信事業者として承認する旨及び消費税法施行規則第10

条の７第３項に規定する承認送信事業者の識別符号を通知するために出力する。 

２ 出力対象 

承認送信事業者の承認及び識別符号の付番がされた承認送信事業者を対象とする。 

３ 出力時期 

   決議書添付用 

承認送信事業者の承認申請の承認決議の決裁を受ける際、出力する（入力区分：決議書出

力）。 

   正本及び副本 

承認送信事業者の承認申請の承認決議の決裁終了後、出力する（入力区分：通知書出力）。 
４ 主な出力項目の内容 

 項 目 内 容 

 通知書区分 「納税地」欄の上に通知書区分を印字する。 
①決議書添付用出力時・・・「（決議書添付用）」 
②正本出力時・・・印字しない。 
③副本出力時・・・「（副本）」 

 
納税地 

納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書き

で補完する。 

 
法人名 

「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

 

氏名・代表者氏名 

納税者管理情報を参照し、個人の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書

きで補完する。 

 発遣番号 

発送年月日 

 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送

年月日を記載する。 

 税務署  事業者の納税地を所轄する税務署名を印字する。 

 提出年月日（通知文

中） 

 承認送信事業者事績入力画面で入力された承認送信事業者承認

申請書の提出年月日を印字する。 

 承認年月日（通知文

中） 

 承認送信事業者事績入力画面で入力された承認送信事業者承認

申請書の承認年月日を印字する。 

 識別符号 承認送信事業者の識別符号を印字する。 

 

 





臨時販売場を設置する事業者の識別符号通知書 

 

１ 使用目的 

「臨時販売場を設置する事業者の識別符号通知書｣(GKCCPB0)は、臨時販売場を設置する事

業者に対して輸出物品販売場における購入記録情報提供方法等届出書に基づき、消費税法施

行規則第６条の２第２項に規定する臨時販売場を設置する事業者の識別符号を通知するため

に出力する。 

２ 出力対象 

識別符号が付番された臨時販売場を設置する事業者を対象とする。 

３ 出力時期 

臨時販売場を設置する事業者に識別符号を付番したのち出力する（入力区分：通知書出力）。 

４ 主な出力項目の内容 

 項 目 内 容 

 
通知書区分 

「納税地」欄の上に「（副本）」と印字する。 
（注）副本にのみ印字する。 

 
納税地 

納税者管理情報を参照し、納税地を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書き

で補完する。 

 
法人名 

「－」表示する。 

（注）対象者が法人の場合のみ、法人名を印字する。 

 

氏名・代表者氏名 

納税者管理情報を参照し、個人の氏名を印字する。 

（注）補完区分が「有」となっている場合、欄内は空欄のため手書

きで補完する。 

 発遣番号 

発送年月日 

 元号のみ印字される。通知書を発送する際に発遣番号及び発送

年月日を記載する。 

 
税務署 

 臨時販売場を設置する事業者の納税地を所轄する税務署名を印

字する。 

 提出年月日（通知文

中） 

 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書の

登録の際、臨時販売場設置事業者事績入力画面で入力された提出

年月日を印字する。 

 識別符号 臨時販売場を設置する事業者の識別符号を印字する。 

 臨時販売場を設置

する事業者の承認

を受けた年月日 

 臨時販売場設置事業者事績入力画面で入力された臨時販売場を設

置する事業者の承認年月日を印字する。 

 



 
 
 
                                  令和  年  月  日 
 

 

納 税 地 

〒  

   

  

 

法 人 名 

  

  

  

 
氏 名 ・

代表者氏名
 殿 

 

  

           税 務 署 長  

 

                                          

 

 

 

 

輸出物品販売場における購入記録情報の 

提供方法等の届出書の効力のない旨のお知らせ 
 

 

 

 

あなた(貴社)から令和   年   月   日に提出された輸出物品販売場における購入記録 

 

情報の提供方法等の届出書については、下記のとおり、当該届出書の効力がありませんので、 

 

その旨お知らせします。 

 

  なお、内容についてご不明の点がありましたら、担当部門にお問い合わせください。 

 

 

記 

 （理由） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

担当部門 

課税第  部門  

 電話  －   －  

 内線（    ）  

 

 

税 務 署 長 の

氏 名 の 記 載

及 び 署 長 印

の 押 印 は 省

略 し ています



 
免税販売管理システムへの購入記録情報の 

送信に向けた準備等について(お知らせ) 

 
１ 識別符号について 

 ⑴ 識別符号通知書の管理 

  識別符号通知書に記載された識別符号は、国税庁に購入記録情報を送信する際に、必須の記録項目となり

ますので、亡失等が無いように自己の責任において適切に管理する必要があります。 
  なお、原則として識別符号の変更は行いません。 
⑵ 識別符号の設定 

 国税庁に購入記録情報を送信する際の識別符号は、①又は②の場合に応じて、記録項目ごとに、次の識別

符号をそれぞれ設定することとなります。 

記 録 項 目 名 
設定する識別符号 

① 事業者自ら送信する場合 ② 承認送信事業者が代理送信する場合 
送信者識別符号 事業者自ら通知を受けた識別符号 

（複数の輸出物品販売場で識別符号の通

知を受けている場合はいずれの識別符号

を設定しても差し支えありません。） 

承認送信事業者が通知を受けた承認送信

事業者の識別符号 

販売場識別符号 免税販売した輸出物品販売場（臨時販売場

の場合は臨時販売場を設置する事業者）が

通知を受けた識別符号 

免税販売した輸出物品販売場（臨時販売場

の場合は臨時販売場を設置する事業者）が

通知を受けた識別符号 

 
２ 変更届出書の提出について 

 輸出物品販売場を経営する事業者は、次の場合に「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変

更届出書」を提出する必要があります。 
 ⑴ 自ら購入記録情報の送信を行う場合で、かつ、届け出たメールアドレスの変更があった場合 
 ⑵ 自ら購入記録情報の送信を行っていた事業者が承認送信事業者に送信を委託する方法に変更する場合 
 ⑶ 承認送信事業者に送信を委託していた事業者が自ら購入記録情報を送信する方法に変更する場合 
 ⑷ 送信を委託する承認送信事業者を変更する場合 
 ⑸ 自ら購入記録情報の送信を行う場合で、かつ、クライアント証明書の発行要否に変更がある場合 

なお、いずれに該当する場合であっても、原則として一度通知を受けた識別符号の変更はありません。 
  
３ クライアント証明書の取得について 

⑴ クライアント証明書とは 
クライアント証明書とは、事業者が免税販売管理システムに購入記録情報を送信する場合の認証方法とし

て使用する電子証明書をいいます。 
免税販売管理システムでは、事業者から送信された購入記録情報を受信する際、アクセスしている送信機

器に、国税庁認証局が発行した免税販売管理システム専用のクライアント証明書がインストールされている

か否かの認証を行います。 
したがって、免税販売管理システムと直接通信を行う送信機器には、事前にクライアント証明書をインス

トールする必要があります。 
⑵ 発行を行う場合 

以下の場合に、国税庁認証局がクライアント証明書の発行を行います。 

令和２年３月 
国 税 庁 



 
イ 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書の「電子証明書の発行の要否」欄で「必要」

を選択した場合 
ロ 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書の「電子証明書の失効･発行」欄で「新

たに電子証明書の発行を受ける」を選択した場合 
ハ 承認送信事業者承認申請書を提出し、税務署長から承認された場合 

⑶ 取得手続 

国税庁認証局においてクライアント証明書の発行手続きが完了したら、事業者は「国税庁認証局」サイト

において、クライアント証明書の取得手続きを行う必要があります。 
「国税庁認証局」サイトへは、国税庁ホームページの「国税庁認証局(クライアント証明書発行手続等)に

ついて」ページ内「３ クライアント証明書の取得とインストール」から遷移してください。 
※ 「３ クライアント証明書の取得とインストール」本文に記載された「国税庁認証局」の下線部をクリッ

クすると、「国税庁認証局」サイトに遷移します。 
 

国税庁ホームページ＞刊行物等＞パンフレット･手引＞消費税関係＞輸出物品販売場関係＞輸出物品販売場

の免税販売手続電子化について＞国税庁認証局(クライアント証明書発行手続等)について 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/certificate.htm 
 

⑷ 留意事項 

イ クライアント証明書の取得（ダウンロード）が「輸出物品販売場識別符号通知書」、「臨時販売場を設置

する事業者の識別符号通知書」及び「承認送信事業者承認申請の承認通知書兼識別符号通知書」の送付か

ら１週間経過しても出来ない場合には、認証局ヘルプデスクへ問い合わせください。 
 認証局ヘルプデスク【電話番号】０３－５７５０－７８８８ 

          【受付時間】月曜日～金曜日 午前 10 時から午後５時（休祝日及び 12 月 29 日から１月３日を除く） 

ロ 国税庁や国税庁認証局から証明書取得のための準備が完了した旨の通知は行いませんのでご留意くだ

さい。 
ハ クライアント証明書のダウンロード回数は、１回限りとしています。クライアント証明書は複製が可能

ですので、ダウンロード後は誤消去等がないよう確実にバックアップを行うなど適切な管理が必要となり

ます。 
ニ クライアント証明書は、識別符号ごとに１通発行します。複数の機器にインストールする場合は、ダウ

ンロード後に複製して各機器にインストールすることができます。 
 
４ 免税販売管理システムへの送信テストについて 

 購入記録情報を送信するためにご用意いただいたシステム等が、正常に動作するか等について自由に検証い

ただけるよう、免税販売管理システムではテスト環境を設けています。詳しくは、国税庁ホームページ内「購

入記録情報のフォーマット等に係る仕様公開について」をご覧ください。 
 
国税庁ホームページ＞刊行物等＞パンフレット･手引＞消費税関係＞輸出物品販売場関係＞輸出物品販売場

の免税販売手続電子化について＞購入記録情報のフォーマット等に係る仕様公開について 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/001.htm 
 

※  輸出物品販売場制度における免税販売手続の電子化について、さらに詳しくお知りになりたい方は、国税

庁ホームページ内の「輸出物品販売場の免税販売手続電子化について」をご覧ください。 
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm) 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/certificate.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/001.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm


 
 
 

km 

 

     年分  特定支出（通勤費）に関する証明の依頼書 

 

 

私の通勤の経路及び方法が次のとおりであること並びにその経路及び方法が運賃、時間、 

距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であること等を証明してください。 
 

 

㊞ 
住 所 

（又は居所） 
 

勤務する場所  

通勤の経路 

 

 

 

及び方法等 

区 間（経 由） 方 法 運 賃 等 時 間 距 離 

   ～  （     ）  
（     ） 

 

  

   ～  （     ）  
（     ） 

 
  

   ～  （     ）  
（     ） 

  

   ～  （     ）  
（     ） 

  

   ～  （     ）  
（     ） 

  

   ～  （     ）  
（     ） 

  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備 考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

     年分  特定支出（通勤費）に関する証明書 

 

上記の者の通勤の経路及び方法が上記のとおりであること並びにその経路及び方法が運 

賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であること等を証明します。 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ

円 
分 



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、通勤費につき特定支出控除を受け 

ようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して証明 

を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

 なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

(1)「勤務する場所」欄には、勤務する会社や事務所、工場等の所在地を記入します。 

(2)「区間（経由）」欄には、通勤の順路に従って上から順に記入します。 

(3)「方法」欄には、徒歩・○○線・○○電鉄・自動車等の別を記入します。 

(4)「運賃等」の欄には、まず（ ）内に定期券・回数券・ガソリン代・有料道路料金等の      

別を記入した上で、１月当たりのその支出金額を記入します。 

（注） 定期券を使用できる交通機関を利用する場合で定期券を使用しない場合には、そ 

   れを使用するとした場合の定期券の種類と１月当たりの価額を「備考」欄に記入し 

てください。 

(5)「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、   

通勤費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金額 

があるときにその金額を記入します。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されているこ 

とを確認した上、その者の通勤の経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして 

最も経済的かつ合理的であると認められる場合に、所定の事項を記入等して証明書を依頼し 

た給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     年分  特定支出（職務上の旅費）に関する証明の依頼書 

 
 
 私のした旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものであること等を

証明してください。 
 

 

㊞ 
住    所 

（又は居所） 
 

勤 務 す る 場 所  

① 

職 務 を 遂 行 

し た 場 所 
 旅 行 期 間  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額  
円 

② 

職 務 を 遂 行 

し た 場 所 
 旅 行 期 間  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額  
円 

③ 

職 務 を 遂 行 

し た 場 所 
 旅 行 期 間  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額  
円 

④ 

職 務 を 遂 行 

し た 場 所 
 旅 行 期 間  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額  
円 

⑤ 

職 務 を 遂 行 

し た 場 所 
 旅 行 期 間  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額  
円 

備 考  次葉が有る場合 （全  枚のうち  枚目） 

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

   年分  特定支出（職務上の旅費）に関する証明書 

 

上の者のした旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものであるこ

と等を証明します。 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               ㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、職務上の旅費につき特定支出控除を受 

 けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して証明を受 

け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

(1)「勤務する場所」欄には、勤務する会社や事務所、工場等の所在地を記入します。 

(2)「職務を遂行した場所」欄には、勤務する場所を離れて職務を遂行した場所を記入します。 

なお、職務を遂行した場所が６ヶ所以上ある場合は、この依頼書を複数枚使用の上、「次葉

がある場合」欄の「（全 枚のうち 枚目）」の左側の空白に使用した依頼書の総枚数を、右側

の空白に該当する依頼書の頁数を記入してください。 

また、使用しない箇所については、斜線を引いてください。 

(3）「旅行期間」欄には、上記(2)の職務を遂行した場所に係るその旅行期間を記入してください。 

(4)「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 」欄には、 

 職務上の旅費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金額 

があるときにその金額を記入します。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されているこ 

とを確認した上で、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものであると認められ

る場合に、所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

（注） 依頼書が複数枚ある場合は、最後の依頼書に係る証明書にのみ所定の事項を記入等してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

年分  特定支出（転居費）に関する証明の依頼書 

 

 

 

 

 私が次のとおり転任に伴い転居したこと等を証明してください。 
 

 

㊞ 転任年月日     年   月   日 

転 

任 

前 

勤務する場所  

住    所 

（又は居所） 
 

転 

任 

後 

勤務する場所  

住    所 

（又は居所） 
 

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額  円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 

 

     年分  特定支出（転居費）に関する証明書 

 

上の者が上記のとおり転任に伴い転居したこと等を証明します。 

 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、転居費につき特定支出控除を受け 

 ようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して証明 

 を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

(1）「転任年月日」欄には、転任の事実が生じた日を記入します。 

(2)「転任前」及び「転任後」の「勤務する場所」欄には、転任前及び転任後の勤務する会社               

や事務所、工場等の所在地を記入します。また、「住所（又は居所）」欄には、あなたの住 

所又は居所を記入します。 

(3)「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、    

 転居費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金額 

があるときにその金額を記入します。 

  

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されているこ 

とを確認した上で、所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     年分  特定支出（研修費）に関する証明の依頼書 

 

 

 

 私の受講する次の研修が職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのもの 

であること等を証明してください。 
 

 

㊞ 
住   所 

（又は居所） 
     

研  修  名 

及 び 内 容 

 

 

研修を行う 

者 の 名 称 
 

研修の場所  

研修の期間  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 

 

     年分  特定支出（研修費）に関する証明書 

 

上記の者が受講する上記の研修が職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するための 

ものであること等を証明します。 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、研修費につき特定支出控除を受け 

ようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して証明 

 を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

  「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、研 

 修費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金額があ 

 るときにその金額を記入します。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されているこ 

とを確認した上、その者の受講する研修が職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得する 

ためのものであると認められる場合に、所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得 

者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     年分  特定支出（資格取得費）に関する証明の依頼書 

 

 

 

 

 私の次の資格の取得が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明してください。 
 

 

㊞ 
住   所 

（又は居所） 
 

資 格 の 名 称  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 

 

     年分  特定支出（資格取得費）に関する証明書 

 

上記の者の上記の資格の取得が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明します。 

 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

 

 

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、資格取得費につき特定支出控除を 

受けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して 

 証明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

  「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、資 

格取得費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金額 

 があるときにその金額を記入します。 

 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合は、記載事項が適正に記載されているこ 

とを確認の上、その者の資格の取得が職務の遂行に直接必要なものであると認められる場合に、 

所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

     年分  特定支出（帰宅旅費）に関する証明の依頼書 

 

 

 

 私が次のとおり転任に伴い生計を一にする配偶者等との別居を常況とすることとなっ 

たこと等について証明してください。 
 

 

㊞ 転任年月日     年   月   日 

転
任
前 

勤務する場所  

住   所 

（又は居所） 
 

転
任
後 

勤務する場所  

住    所 

（又は居所） 
 

転
任
に
伴
い
別
居
す
る
者 

氏         名 態   様 
 この欄の記載に当たっては、裏面の 

２の(3)を参照してください。（左の態 

様の欄には裏面の２の(3)のイのⅠ～Ⅲ 

のうち当てはまる番号を○で囲んでく 

ださい。） 

 Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ 

 Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ 

 Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ 

居住する場所  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

     年分  特定支出（帰宅旅費）に関する証明書 

 

上記の者が上記のとおり転任に伴い生計を一にする配偶者等との別居を常況とすることと 

  なったこと等について証明します。 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、帰宅旅費につき特定支出控除を受 

けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して証 

明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

 なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

(1)「転任年月日」欄には、転任の事実が生じた日を記入します。 

(2)「転任前」及び「転任後」の「勤務する場所」欄には、転任前及び転任後の勤務する会 

社や事務所、工場等の所在地を記入します。また、「住所（又は居所）」欄には、あなた 

の住所又は居所を記入します。 

(3)「転任に伴い別居する者」欄には、次により記入します。 

イ「氏名」欄には、転任に伴い次のいずれかの場合に当てはまるときに、それぞれ次に 

掲げる者の氏名を記入し、「態様」欄は、その当てはまる番号を○で囲みます。 

Ⅰ 生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合……その配偶者 

Ⅱ 配偶者と死別・離婚した後婚姻していない者や配偶者の生死が明らかでない者が、 

生計を一にする子で総所得金額等の合計額が 48 万円以下の者との別居を常況とする 

こととなったとき……その子 

Ⅲ 配偶者と死別・離婚した後婚姻していない者や配偶者の生死が明らかでない者が、 

生計を一にする子で特別障害者である者との別居を常況とすることとなった場合…… 

その子 

ロ 「居住する場所」欄には、「氏名」欄に記載した者の居住する場所を書きます。 

(4)「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、     

帰宅旅費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金 

額があるときにその金額を記入します。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合は、記載事項が適正に記載されていること 

を確認した上で、所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     年分  特定支出（勤務必要経費（図書費））に関する証明の依頼書 

 

 

 

 私の購入する次の図書が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明してください。 
 

 

㊞ 
住   所 

（又は居所） 
     

図  書  名 

及 び 内 容 

 

 

職務の内容  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 

 

     年分  特定支出（勤務必要経費（図書費））に関する証明書 

 

上記の者が購入する上記の図書が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明します。 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

 

 

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１  給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、勤務必要経費（図書費）につき特定支出

控除を受けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して

証明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

  「図書名及び内容」欄には、その勤務必要経費（図書費）が特定支出となることが分かるよう

具体的に記入して下さい。 

  「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、勤務

必要経費（図書費）の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の

金額があるときにその金額を記入します。 

３ 勤務必要経費について 

  勤務必要経費については、図書費、衣服費及び交際費等の合計額が 65 万円を超える場合には、

65万円が特定支出となります。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されていることを確

認した上、その者の購入する図書が職務の遂行に直接必要なものであると認められる場合に、所定

の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     年分  特定支出（勤務必要経費（衣服費））に関する証明の依頼書 

 

 

 

 私の購入する次の衣服が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明してください。 
 

 

㊞ 
住   所 

（又は居所） 
     

衣 服 の 

種 類 

 

 

職務の内容  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 

 

     年分  特定支出（勤務必要経費（衣服費））に関する証明書 

 

上記の者が購入する上記の衣服が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明します。 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

 

 

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、勤務必要経費（衣服費）につき特定支出

控除を受けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して

証明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

  「衣服の種類」欄には、その勤務必要経費（衣服費）が特定支出となることが分かるよう具体 

 的に記入して下さい。 

  「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、勤務

必要経費（衣服費）の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の

金額があるときにその金額を記入します。 

３ 勤務必要経費について 

  勤務必要経費については、図書費、衣服費及び交際費等の合計額が 65 万円を超える場合には、

65万円が特定支出となります。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されていることを確

認した上、その者の購入する衣服が職務の遂行に直接必要なものであると認められる場合に、所定

の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     年分  特定支出（勤務必要経費（交際費等））に関する証明の依頼書 

 

 

 

 私の支出する次の接待等のための支出が職務の遂行に直接必要なものであること等を証明し

てください。 
 

 

㊞ 
住   所 

（又は居所） 
     

接
待
等
に
つ
い
て 

内 容  

相 手 方 の 

氏名・名称 
 

相手方との 

関 係 
 

職 務 の 内 容  

給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額 円 

備    考  

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 

 

     年分  特定支出（勤務必要経費（交際費等））に関する証明書 

 

上記の者が支出する上記の接待等のための支出が職務の遂行に直接必要なものであること等 

を証明します。 

 

   年   月   日 

（給与等の支払者） 

 

所 在 地                                                                 

 

名  称                               

 

 

 

㊞ 

氏
フリ

  名
ガナ



 
 
 

 

特定支出控除を受けられる方へ 

 

１  給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、勤務必要経費（交際費等）につき特定支

出控除を受けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出し

て証明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 

  「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、勤務

必要経費（交際費等）の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分

の金額があるときにその金額を記入します。 

３ 勤務必要経費について 

  勤務必要経費については、図書費、衣服費及び交際費等の合計額が 65 万円を超える場合には、

65万円が特定支出となります。 

 

 

給与等の支払者の方へ 

 

 給与所得者からこの依頼書の提出があった場合には、記載事項が適正に記載されていることを確

認した上、その者の支出する接待等のための支出が職務の遂行に直接必要なものであると認められ

る場合に、所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書 

 

 
搭乗 

私が次のとおり 乗車 したことを証明してください。 

乗船 

              平成   年   月   日 
 

 
 

住 所 

（ 又 は 居 所 ） 
 

乗  車  等  の 

年   月   日 
    平成         年         月         日 

利  用  区  間                      ～          （経由         ） 

 

 

依 頼 書 の 

提  出  先 

 

  該 当 す る 番 号 を 

 ○で囲んでください。 

1 乗車した列車の車掌 

2 降車駅の精算所 

3 空港の各会社のカウンター 

4 その他（                         ） 

◎下の証明書は、切り離さないでください。 

 

 搭乗・乗車・乗船に関する証明書 

 

   上記のとおり搭乗、乗車又は乗船したことを証明します。 

 

      証 明 者                                                               

 

㊞ 

氏 名

 
 
 



 
 
 

 
特定支出控除を受けられる方へ 

 

 

１ 給与所得者が所得税法第 57 条の２の規定に基づいて、帰宅旅費につき特定支出控除を受 

 けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、搭乗券・乗車券・乗船券等と 

 ともに、乗車した列車の車掌、降車駅の精算所、搭乗する際の空港の各会社のカウンター 

 などに提出して証明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。 

  ただし、一の交通機関の利用（航空機の利用を除きます。）に係る運賃及び料金の額の合 

 計額が１万５千円未満のときは、証明を受ける必要はありません。 

  なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更

正請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。 

２ 書き方 
搭乗 

(1) 主文中「私が次のとおり   乗車  したこと」の部分は、該当する文字を○で囲みます。 
乗船 

(2)「乗車等の年月日」欄には、搭乗、乗車又は乗船した年月日を記入します。 

(3)「利用区間」欄には、一の交通機関ごとの利用した区間を記入します。 

(4)「依頼書の提出先」欄には、この依頼書の提出先を記入します。 

 

 

証明の依頼を受けた方へ 

 

 この依頼書の提出があった場合は、記載事項が適正に記載されていることを確認した上で、 

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次により記入等して証明書を依頼した方に交付してください。 

 １ 列車の車内において証明を行う場合 

乗務する列車の番号を記入の上、証明者の姓を記入するか、証明者の認印を押印します。 

 ２ 降車駅の精算所において証明を行う場合 

駅名小印を押印した上、証明者の姓を記入するか、証明者の認印を押印します。 

 ３ 空港の各会社のカウンターにおいて証明を行う場合 

バリテーションスタンプを押印します。 

 ４ その他の場所で証明を行う場合 

上記１～３に準じて記入等します。  
 

 

 

 














